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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループ（当社および子会社、関連会社）は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、次の基本的な考え
方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めて参ります。

（１）株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保する。

（２）株主の皆さまのみならず、お客さま、地域社会、従業員などのステークホルダーの利益を考慮する。

（３）適切に情報を開示し、透明性を確保する。

（４）監査等委員会の監査等の機能を有効活用するとともに、独立社外取締役の活用により取締役会の監督機能の実効性を高める。

（５）中長期的な企業価値向上に向け、株主の皆さまとの建設的な対話に努める。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】（いわゆる政策保有株式）

　当社および中核子会社（北陸銀行、北海道銀行）では、上場株式の政策保有に関する方針、ならびに議決権行使基準を、以下のとおり定めてお
ります。

＜保有に関する方針＞

(1)政策保有株式は、対象先との長期的・安定的な関係の維持・強化、事業戦略上のメリットの享受などが図られ、対象先及び当社グループの企
業価値の向上に資すると判断される場合において、限定的に保有するものである。

(2)政策保有株式については、個別銘柄毎に、中長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえ、保有に伴うリスク・リターン、営業上の取引関係や
業務提携等の事業戦略における保有意義等についての総合的な検証を毎年実施し、保有の可否を判断する。

＜議決権行使に関する方針＞

政策保有株式の議決権行使に際しては、議案ごとに以下の点を確認のうえ、総合的に判断する。

(1)取引先企業の中長期的な企業価値を高め、持続的成長に資するか。

(2)当社グループの中長期的な経済的利益の増大に資するか。

【原則１－７】（関連当事者間の取引）

　当社では、当社および株主の皆さまの共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を持たれることのないよう、グループ会社間の取
引や役員・主要株主とグループ会社との取引は、会社法、銀行法並びにその他関連法規に従い、適切に対応するとともに、当社や株主の皆さま
の利益に反する取引を防止しております。

　なお、関連当事者間の取引に関する手続き並びに管理に関する規定の概要につきましては、当社ホームページにて公表しております「コーポ
レートガバナンス・ガイドライン」の脚注１に記載しておりますので、ご覧ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

【原則３－１】（情報開示の充実）

１．当社グループの経営理念は、次のとおりです。

【経営理念】

　「ほくほくフィナンシャルグループ」（当社および傘下の北陸銀行、北海道銀行その他の関連企業）は、広域地域金融グループとしてのネットワー
クと総合的な金融サービス機能を活用して、地域のお客さまの繁栄に貢献し、ともに発展しつづけます。

　「地域共栄」

　　社会的使命を実践し、地域社会とお客さまとともに発展します。

　「公正堅実」

　　公正かつ堅実な経営による健全な企業活動を目指し、信頼に応えます。

　「進取創造」

　　創造と革新を追求し、活力ある職場から魅力あるサービスを提供します。

　また、この経営理念の実現を通じ、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社の経営戦略・経営計画として、中
期経営計画を策定しております。詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/strategy/）

２．当社では、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、運営方針等を定めた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当社ホー
ムページに掲載しておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

３．取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針および手続については、当社ホームページにて公表しております「コーポ
レートガバナンス・ガイドライン」の「経営陣の報酬等（第２０条）」に掲載しておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

４．取締役会が、取締役候補の指名を行うに当たっての方針ならびに手続については、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバ



ナンス・ガイドライン」の「取締役の選定および取締役会の構成（第１０条）」「取締役（第１１条）」「社外取締役（第１２条）」「監査等委員の選定およ
び監査等委員会の構成（第１４条）」「監査等委員（第１６条）」「社外監査等委員（第１７条）」の各条項に記載しておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

５．前期４の手続による取締役候補者の選定は、株主総会への取締役選任議案上程の際に、「株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しており
ます。

【補充原則４－１－１】（取締役会の経営陣に対する委任の範囲）

　当社の取締役会の専決事項および経営陣に対する委任の範囲等に関する考え方については、当社ホームページにて公表しております「コーポ
レートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会（第９条２項及び３項）」「経営会議（第１３条１項）」に記載し、また、同ガイドラインの脚注４および脚注
６に、取締役会の専決事項および経営陣に対する委任の範囲を定めた規定の概要を記載しておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

【原則４－８】（独立社外取締役の有効な活用）

　取締役会は、取締役会の全体としての多様な知見・専門性を備えたバランスのとれた構成を図るとともに、定款の定める範囲において、取締役
会の機能が効果的・効率的に発揮し、かつ建設的な議論をできる適切な員数を維持し、うち、２名以上を社外取締役としております。

　なお、取締役会の構成の考え方については、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役の選定
および取締役会の構成（第１０条）」に記載しておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

【原則４－９】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

　社外取締役候補および社外監査等委員候補の選任にあたっては、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を充足するととも
に、当社の「独立性判断基準」を満たす者としております。

　なお、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の脚注５に、当社の独立性判断基準の詳細を掲載しており
ますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

【補充原則４－１１－１】（取締役の選任に関する方針・手続）

　取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方、ならびに取締役の選任に関する方針・手続について
は、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役の選定および取締役会の構成（第１０条）」に記載し
ておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

【補充原則４－１１－２】（取締役の兼務状況）

　当社は、社外取締役を含め、取締役候補者及び取締役の重要な兼職状況を、「株主総会招集ご通知」の事業報告や参考書類に記載、開示して
おります。

　本報告書の更新日時点における社外取締役の兼職の状況につきましては、本報告書の「２．１．【取締役関係】会社との関係(2)」にも記載してお
りますので、ご参照ください。

【補充原則４－１１－３】（取締役会全体の実効性分析・評価の結果概要）

　取締役会全体の実効性についての分析・評価ならびにその結果の概要の開示に対する方針は、当社ホームページにて公表しております「コー
ポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会（第９条７項）」に記載しておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

　なお、平成２８年度の結果概要は次のとおりです。

＜平成２８年度取締役会評価　結果概要＞

１．取締役会の実効性に関する分析・評価プロセスの概要

　すべての取締役に対して記名方式の自己評価アンケートを実施し、アンケート結果に基づくコーポレート・ガバナンス委員会からの助言を得たう
えで、４月の取締役会にて実効性に関する評価をおこないました。

　【自己評価アンケート項目（大項目）】

　　①取締役会の構成

　　②取締役会の運営

　　③コーポレート・ガバナンス委員会の運営

　　④取締役の役割・責務、社外取締役の支援態勢等

　　⑤株主・投資家との関係

　　⑥コーポレート・ガバナンスの態勢、取締役会の実効性全般

２．取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要

　取締役会ならびに取締役会の下に設置された社外役員を主要メンバーとするコーポレート・ガバナンス委員会の構成・運営は適切であり、取締
役会の実効性は確保できていると評価しております。なお、評価の議論の中で、取締役会における議論をより充実させるための重要議案の資料
充実や株主・投資家への丁寧な情報提供のための株主総会・ＩＲ資料の内容充実を検討すべきとの意見の他、監査等委員会設置会社への移行
等により更なるガバナンスの強化を目指すべきとの意見が共有され、今後、必要な対応を図っていくこととしております。なお、本評価結果を踏ま
え、ガバナンス強化を目的に、平成29年6月27日開催の定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しまし
た。

【補充原則４－１４－２】（取締役に対するトレーニング方針）

　取締役に対する研修・支援の方針については、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会（第
９条４項）」に記載しておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

【原則５－１】（株主との建設的な対話の方針）

　株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針については、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガ
バナンス・ガイドライン」の「株主の皆さまとの建設的な対話の促進（第２１条）」に記載しておりますので、ご参照ください。

　（http://www.hokuhoku-fg.co.jp/info/docs/20170627_cgg/pdf）

２．資本構成



外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,617,200 5.76

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,607,800 2.72

明治安田生命保険相互会社 3,395,400 2.56

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 2,411,300 1.82

住友生命保険相互会社 2,360,600 1.78

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 2,356,900 1.78

北陸電力株式会社 2,211,866 1.67

株式会社みずほ銀行 1,810,451 1.36

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 1,791,500 1.35

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口２） 1,775,200 1.34

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

特にありません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、札幌 既存市場

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特にありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

川田　達男 他の会社の出身者 ○

中川　了滋 弁護士

眞鍋　雅昭 他の会社の出身者

鈴木　伸弥 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

川田　達男 ○ ○

セーレン株式会社代表取締役会長兼最高
経営責任者

セーレン株式会社において当社出身者が
社外監査役に就任しており、相互就任の
関係にあります。

企業経営者として経営、地域経済に精通し、当
社の経営全般に対する監督機能の強化が期
待できることから社外取締役に選任しておりま
す。

また、有価証券上場規程等が定める独立性基
準に抵触せず、当社で定める「独立性判断基
準」を満たしており、一般株主と利益相反が生
じるおそれがなく、中立性は十分確保されるも
のと判断し、独立役員に指定しました。



中川　了滋 ○ ○ ―――

弁護士や最高裁判所判事としての豊富な経験
と法律に関する高い見識により、当社の経営全
般に対する監督機能の強化が期待できること
から社外取締役に選任しております。

また、有価証券上場規程等が定める独立性基
準に抵触せず、当社で定める「独立性判断基
準」を満たしており、一般株主と利益相反が生
じるおそれがなく、中立性は十分確保されるも
のと判断し、独立役員に指定しました。

眞鍋　雅昭 ○ ○

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代表取締役社長

株式会社ほくやく代表取締役会長

企業経営者として経営、地域経済に精通し、当
社の経営全般に対する監督機能の強化が期
待できることから社外取締役に選任しておりま
す。

また、有価証券上場規程等が定める独立性基
準に抵触せず、当社で定める「独立性判断基
準」を満たしており、一般株主と利益相反が生
じるおそれがなく、中立性は十分確保されるも
のと判断し、独立役員に指定しました。

鈴木　伸弥 ○ ○

明治安田生命保険相互会社取締役会長
代表執行役

明治安田生命保険相互会社は、役員の
保険について当社との間で取引がありま
すが、その金額は軽微であります。

金融機関（生保）経営の豊富な経験を有してお
り、当社の経営全般に対する監督機能の強化
が期待できることから社外取締役に選任してお
ります。

また、有価証券上場規程等が定める独立性基
準に抵触せず、当社で定める「独立性判断基
準」を満たしており、一般株主と利益相反が生
じるおそれがなく、中立性は十分確保されるも
のと判断し、独立役員に指定しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 5 1 1 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締

役及び使用人の有無
あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき専任の担当者を配置しております。当該担当者には、監査等委員が直接指揮命令することができることとして
おります。また、当該担当者の人事異動や懲戒等について、予め監査等委員会の同意を得て、実施することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人と定例会合を開催するほか、必要に応じて、随時報告聴取・意見交換等を行うこととしております。

監査等委員会は、内部監査部門（監査グループ）と緊密な協力・連携関係を保ち、定例会合を開催するほか、必要に応じて、随時報告聴取・意見
交換等を行うこととしております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

コーポレート・ガバナ
ンス委員会

5 0 1 4 0 0
社外取
締役



報酬委員会に相当
する任意の委員会

コーポレート・ガバナ
ンス委員会

5 0 1 4 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を目的に、社外取締役が連携し、当社重要事項への適切な助言・関与等を行
う機関として「コーポレート・ガバナンス委員会」を設置しております。

　その概要は以下のとおりであります。

１．委員会の主な目的及び機能

　(1)社外取締役間の情報交換・認識共有

　(2)社外取締役と常勤監査等委員との連携確保

　(3)代表取締役を中心とする取締役と社外取締役の情報交換・認識共有

　(4)取締役の人事・報酬等の特に重要な事項に関する助言

　(5)社外取締役として当社及び業界に関して必要な知識の習得

２．構成等

　委員会は、社外取締役および常勤監査等委員で構成し、委員長は社外取締役の中から互選によって決定する。なお、委員長は、他の取締役や
当社社員、会計監査人の出席を求めることができる。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を満たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対して、ストックオプション制度
を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、子会社の取締役、その他

該当項目に関する補足説明

　子会社である株式会社北陸銀行および株式会社北海道銀行の取締役（社外取締役を除く）および執行役員も付与対象者としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

平成28年度の取締役（社外取締役を除く）

　対象人数８名、報酬等の総額137百万円（ストック・オプション22百万円含む）

平成28年度の監査役（社外監査役を除く）

　対象人数１名、報酬等の総額25百万円

平成28年度の社外役員

　対象人数４名、報酬等の総額22百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



取締役の報酬額等については、平成29年6月27日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議いただいております。

１．取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、賞与を含めた報酬として年額250百万円以内とする（使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まない）。

２．監査等委員である取締役の報酬額は、年額80百万円以内とする。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する株式報
酬型ストック・オプションとして、新株予約権を年額45百万円（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）を上限とする。

また、当社では、役員の報酬等について、社長その他役職ごとの基本報酬金額上限を定めており、当該規定に基づいて、必要の都度取締役会で
報酬等を決定し、支給しております。なお、当社および子銀行における役職ならびに兼務状況に応じて、それぞれ規定の報酬額等から減額調整を
行っております。

【社外取締役のサポート体制】

監査等委員には、担当スタッフ１名を配置し、監査等委員会開催事務、監査等委員の補佐等を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【現状の体制の概要】

　当社は、グループ各社に対する適切なモニタリング体制を構築し、グループ各社の業務執行の妥当性に関するチェック機能を強化するとともに
外部の客観的意見の経営への吸収・反映に努めることで、コンプライアンスの徹底を図り、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実
に努めております。

　当社は、平成29年6月27日開催の定時株主総会において、定款の一部変更の承認を受けて、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

　取締役会は、取締役12名（うち社外取締役４名）で構成され、当社の経営の基本方針や内部統制システムの整備を決定し、取締役の職務の執
行を監督いたします。

　監査等委員会は、常勤の監査等委員１名および社外の監査等委員４名で構成され、監査機能の高い独立性を確保しております。監査等委員会
は、その選定する監査等委員（以下「選定監査等委員」という。）による監査活動と、内部監査部門からの監査結果聴取等の内部統制システム活
用により、業務執行取締役の職務の執行を監査いたします。加えて、業務執行取締役の指名・報酬に対して、取締役５名（うち社外取締役４名）で
構成するコーポレート・ガバナンス委員会が助言を行い、監査等委員会が意見陳述を行うことで、業務執行取締役を監督いたします。

　また、経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、取締役会の決議によって、重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号
に掲げる事項を除く）の決定を取締役に委任することができることとしております。

　さらに、取締役会の下に「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営の重要事項を協議・決定しております。経営会議は
社長・副社長を含む常勤取締役７名で構成されております。なお、選定監査等委員は、経営会議に出席し、意見等を述べることができることとして
おります。

　このほか、経営会議メンバーとグループ会社社長で構成する「営業推進会議」を設置し、グループ全体の経営方針の徹底、各社経営状況の把握
に努めております。

【監査の状況】

　当社およびグループ各社のコンプライアンスやリスク管理を含む内部管理態勢の適切性・有効性を検証する部署として監査グループを設置して
おります。監査グループ（２名）は、当社の内部監査に加えてグループ各社の内部監査機能を統括し、内部監査実施状況のモニタリングを通じて
内部管理態勢を検証しております。なお、グループ各社の内部監査は、子銀行の監査部担当者（59名）を中心に行っております。これらの結果に
ついて、監査グループは取締役会、経営会議および監査等委員会に対して報告を行うとともに、各社の内部監査部署に対する提言・指導を行って
おります。

　監査等委員会は、選定監査等委員による当社の重要な会議への出席や重要書類の閲覧等に加え、内部監査部門や子会社、会計監査人等か
らの報告聴取等を通じて取締役の職務の執行を監査いたします。

　また、監査等委員会および監査グループは、会計監査人と定期的に情報交換を行い、会計監査の状況を把握するとともに、監査等委員会は会
計監査人による会計監査の状況について報告を受け、その適正性について検証することとしております。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりです。

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　深田　建太郎（有限責任監査法人トーマツ所属）　当社継続監査年数４年

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　香川　順　　　（有限責任監査法人トーマツ所属）　当社継続監査年数２年

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　石尾　雅樹　（有限責任監査法人トーマツ所属）　当社継続監査年数７年

　上記３名の公認会計士に加え、その補助者として公認会計士18名およびその他28名がおり、合計49名が会計監査業務に携わっております。な
お、当社および当社グループの有限責任監査法人トーマツへの公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく平成28年度の報酬等の合計
額は135百万円（うち当社20百万円）、その他の報酬10百万円（うち当社５百万円）です。

【責任限定契約】

　取締役（業務執行取締役等であるものを除く）のうち、社外取締役（４名）と、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意で
ありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する契約を締結しており
ます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、従来、監査役会設置会社でありましたが、平成29年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づいて、監査等委員会設置会社となりま
した。これは、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、その構成員である監査等委員に取締役会での議決権を付与して取締役会
の監督機能の強化を図ることで、コーポレート・ガバナンスを一層充実させることを図るためであります。

　また、グループのガバナンス体制を強化し、持株会社としての経営管理を的確に行うために、当社の主要な子会社である北陸銀行と北海道銀行
の間では、両行の出身者を相互に取締役に選任し、相互理解と相互牽制を図っております。加えて、両行は監査役会設置会社でありますが、監
査役については、両行ともに監査役４名のうち３名を社外監査役としております。これらにより、グループ・ガバナンスの強化が可能になると考えて
おります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
平成29年は総会日（6月27日）の22日前（6月5日）に発送いたしました。なお、発送前公表
（早期ウェブ開示）を6月2日より行っております。

集中日を回避した株主総会の設定
第13期定時株主総会開催日：平成28年6月24日（金）

第14期定時株主総会開催日：平成29年6月27日（火）

電磁的方法による議決権の行使
インターネットによる議決権行使、株式会社ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォームを
採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

インターネットによる議決権行使、株式会社ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォームを
採用しております。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページ上に掲載しております。

その他

当社は、株主総会を株主の皆さまとのコミュニケーションを図る重要な機会ととらえ、真摯
な対応で臨み、報告事項をビジュアル化・ナレーション化するなど、株主の皆さまにわかり
やすい説明を行うことを心がけております。なお、当社ホームページに株主総会招集ご通
知・参考書類等を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
平成28年7月に富山、金沢、札幌、旭川および函館にて、平成29年５月に富
山、金沢にて、個人投資家向け会社説明会を開催し、当社グループの概要、
業績および戦略等について、社長・副社長が説明しました。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

機関投資家向け会社説明会を、平成28年11月及び平成29年5月に開催し、決
算内容および経営戦略について、社長・副社長が説明しました。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
平成29年5月、6月に北米、欧州の機関投資家を個別に訪問し、決算内容およ
び経営戦略等について、社長（欧州）、副社長（北米）が説明しました。

あり

IR資料のホームページ掲載
ディスクロージャー誌、決算短信、四半期決算短信、会社説明会資料、有価証
券報告書、四半期報告書、アニュアルレポート、その他適時開示資料

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署：企画グループ

担当役員：取締役　浅林　孝志

事務連絡責任者：企画グループ長　北川　博邦

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループでは、「ＣＳＲの基本方針」を制定し、「お客さま、地域社会（環境）、株主、従
業員」を特に重視するステークホルダーとして捉え、すべてのステークホルダーから支持が
得られるよう活動してまいります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

ＣＳＲを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経営理念のもとに、法令を遵守し倫理
的行動をとることを基本とし、広域地域金融グループとして本業を通じた地域貢献を主軸と
した上で、環境・社会へ配慮した活動を積極的に行うことで、当社グループ、地域経済およ
び地域社会の持続的発展を目指しております。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

コンプライアンスの基本方針で、経営の透明性を高め、的確で円滑な情報開示に努めてお
ります。

その他

＜女性の活躍に向けた取組みについて＞

　当社グループでは、女性が活躍できる職場づくりに向けて、環境整備やキャリア形成支
援に積極的に取組んでおります。

　北陸銀行および北海道銀行では、女性の管理職への登用促進や専門性の向上を目的と
して、キャリアビジョンの明確化とリーダーシップ発揮を研鑽する研修プログラムを充実させ
ております。

　加えて、女性活躍推進支援の専担部署や協議体の設置を行い、女性の視点を重視しな
がら各種施策を検討し、女性の活躍支援と経営職育成に努めています。

　さらに、ワークライフバランスの推進の観点から、結婚・出産・育児等のライフイベントと、
銀行での就労継続の両立を支援できるように、先進的なワークライフバランス支援制度を
導入しています。

　北陸銀行では、「北陸銀行 Better Work,　Better Life宣言」を制定し、出産・育児関連規

定を拡充するなど、女性活躍のサポートを強化しております。なお、厚生労働省の「プラチ
ナくるみん認定」を受けております。

　北海道銀行では、厚生労働省ポジティブ・アクション情報ポータルサイトにて、女性の活
躍推進宣言を行い、育児休業制度を整備、時間短縮勤務制度等の両立支援、行内託児施
設「どさんこKids' Room」による育児休業後の円滑な職場復帰支援を実施しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【基本的な考え方】

　当社は、経営理念のもとに策定された経営戦略、経営計画の達成に向けた業務執行について、その業務執行が法令及び定款に適合し、適切に
行われるよう体制を整備し、これに則った運用を行うことがコンプライアンス、コーポレートガバナンスを強化する上で非常に重要であると考えてお
ります。そのために今後とも必要な体制整備を進めていく方針です。

【整備状況】

　取締役会において内部統制体制の構築（整備）に関する基本方針を決議しており、現在の整備状況は以下の通りです。

(1)当社およびグループ会社の役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、経営の基本方針ならびに業務執行に関する重要事項を決定し、組織・体制を整備するととも
に、取締役の職務の執行を監督します。

・取締役の株主総会での選任にあたっては、社外取締役を推薦し、相互牽制機能の更なる強化を図ります。

・コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、社外取締役が連携して当社の重要事項への適切な助言・関与等が行える態勢を整備します。

・監査等委員会は、選定監査等委員による重要な会議への出席、会社の業務および財産の状況に関する調査等の結果と、内部監査部門等から
の報告等を踏まえて、取締役の職務執行を監査します。

・取締役会は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、コンプライアンスの不徹底が経営基盤を揺るがすことを強く認識し、
「コンプライアンスの基本方針」・「コンプライアンス規定」等の基本となる規定を策定するとともに、コンプライアンス統括部署を設置することにより、
当社およびグループ会社のコンプライアンス態勢の維持・強化を図ります。

・取締役会は、年度毎にコンプライアンス実現のための具体的な実践計画である「コンプライアンスプログラム」を策定し、当社およびグループ各社
の役職員は、上記基本規定及び「コンプライアンスプログラム」に基づき、連携して誠実かつ公正な企業活動を遂行します。

・取締役会は、年度毎に「監査の基本方針」を策定し、これに基づき内部監査部門は、当社およびグループ会社の法令等遵守態勢の監査を行い、
その結果を、取締役会等、及び監査等委員会に報告します。

・役職員等が法令違反行為、不正行為等を発見した場合は、予め設置された通報・相談窓口に報告する体制を確保します。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として関係を遮断し、取引の防止に努めます。

・金融機関を通じて取引される資金が各種犯罪・テロに利用される可能性があることに留意し、マネーローンダリング防止に努めます。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役会は、取締役会規定及び文書管理規定等により、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行う体制を整備します。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役会は、当社およびグループ各社を取り巻く様々なリスクの存在とそのコントロールの重要性を認識し、「リスク管理の基本方針」および「リ
スク管理規程」を決定し、グループ会社経営に付随する各種リスクを正しく認識し、かつ適切な管理・運用を行うことによってグループ経営の健全
性を確保する体制を整備します。

・災害等の不測の事態や危機に備えて、「コンティンジェンシープラン」等を策定し、危機管理体制を確立します。

・グループ各社は、当該基本方針に則り、各社のリスク管理部署の緊密な連携により、適切なリスク管理を実施します。

・取締役会は、年度毎に「監査の基本方針」を策定し、これに基づき内部監査部門は、当社およびグループ会社のリスク管理態勢の監査を行い、
その結果を、取締役会等、及び監査等委員会に報告します。

(4)当社およびグループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、基本職務及び業務機構・分掌事項の大綱などの組織に関する基準を定め、当社およびグループ各社の業務執行が組織的かつ効
率的に行われる体制を確保します。

・経営会議は、取締役会から業務の執行について委任を受け、定められた職務分掌に基づき、迅速かつ効率的に業務を執行します。

・テレビ会議システム等ＩＴの積極的な活用に取り組みます。

(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制

・取締役会は、グループ経営管理規程を定め、グループ各社が重要事項について当社へ付議・報告する体制を整備し、内部監査部門から当社お
よびグループ各社における、法令等遵守・リスク管理の状況および業務の適切性・有効性についての監査結果の報告を受け、グループ全体の経
営管理を行います。

・財務報告の適正性を確保するための体制整備を行い、財務状態および経営成績について真実かつ明瞭な報告を行います。

・取締役会は、グループ内取引等に関する管理態勢の明確化およびグループ全体としての健全経営の堅持を目的に「グループ内取引に関する規
定」を定め、同規則に基づいた運営及び管理を行います。

(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

・取締役会は、監査等委員会の監査業務の遂行を補助するために、独立性や実効性等に配慮し各監査等委員が直接指揮命令できる専任の使用
人を配置します。

・当該使用人の人事異動・懲戒等については、予め監査等委員会の同意を得ることとします。

(7)当社およびグループ会社の役職員が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

・役職員は、当社およびグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、当該事実を直接あるいは間接的に監査等委員
会に報告します。

・監査等委員会と取締役は、予め、役職員が行う監査等委員会に対する報告事項を定め、監査等委員会への報告体制を確保します。

・監査等委員会または選定監査等委員は、必要に応じて役職員に対し報告を求めることができます。

・当社およびグループ会社の役職員が監査等委員会に相談または通報したことを理由として、不利益な取扱いを受けることがないように体制を整
備します。

(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、監査等委員会による監査の重要性及び有用性を十分認識し、監査等委員会が実効性ある監査職務を円滑に遂行するための体制
整備を求めた場合は十分に協議し対応します。

・監査等委員会または選定監査等委員は代表取締役及び外部監査人と定期的に会合を行うほか、内部監査部門、その他内部統制機能を所管す
る部署と緊密な協力・連携関係を保ち、定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めます。

・監査等委員は、監査等委員会の職務の執行上必要と認める費用については、会社に請求することができます。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

【基本的な考え方】

　当社グループは、市民社会からの信頼性維持、金融機関の業務の適切性および健全性に鑑み、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会
的勢力とは断固として関係を遮断するため、以下のとおり当社グループの「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を定めております。

(1)反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断します。

(2)反社会的勢力による不当要求に対しては、組織として対応し、断固として拒絶します。

(3)反社会的勢力に対する資金提供及び不適切・違例な便宜供与は行いません。

(4)反社会的勢力への対応に際し、適切な助言・協力を得ることができるよう、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等との連携を図
ります。

(5)反社会的勢力による不当要求等があった場合は、民事・刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

【整備状況】

(1)当社グループでは、コンプライアンス部署を反社会的勢力への対応統括部署とし、体制整備に努めるとともに、対応責任者も配置して、反社会
的勢力からの不当要求に対応することにしております。

(2)当社グループでは、警察や弁護士等の外部専門機関とも緊密な連携関係を構築しており、不当要求に対しては連携して法的措置も含め毅然と
対応しております。

(3)当社グループでは、対応統括部署で反社会的勢力に関する情報を収集して一元的に管理しており、取引の防止に努めております。

(4)グループの主要会社では、対応マニュアルまたは通達を整備し、コンプライアンス関連研修と合わせ、反社会的勢力への対応とコンプライアン
スにおける重要性を、社内で周知徹底に努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

コーポレートガバナンス体制については、「内部統制システムの概要」を参照願います。

適時開示体制の概要につきましては、以下のとおりであります。

　当社は、株式会社北陸銀行、株式会社北海道銀行およびほくほくＴＴ証券株式会社等を傘下に持つ持株会社であります。

　当社および子会社等の会社情報管理は、当社では企画グループが担当し、子会社等では企画部門などの情報管理責任部署が担当しておりま
す。

　当社と子会社等との間には「グループ内の事前承認及び報告に関する基準」を定めており、これに基づき、当社および子会社等の経営情報（財
務的、社会的情報等）は当社企画グループに集中する体制をとっております。また、当社企画グループにおける情報管理の状況は、当社監査グ
ループがチェックしております。

　当社企画グループは、当社および子会社等の決定事項に関する情報、発生事実に関する情報及び決算に関する情報のうち、開示基準に該当
する会社情報を、代表取締役に報告し、適時適切に開示することしております。

　情報開示の方法は、株式会社東京証券取引所のＴＤnetを用いて行うと同時に、当社ホームページへの掲載することとしております。

　概要図は、「適時開示体制の概要」を参照願います。
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